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1.開会の辞

1.支部長挨拶

1.来賓挨拶

1.議長選出

1.議長挨拶

1.議事録署名人選出

1.報告事項

　　　平成 30 年度会員状況・活動報告

1.審議事項

　　　第 1 号議案　　平成 30 年度決算報告・監査報告承認の件

　　　第 2 号議案　　令和元年度活動方針案承認の件

　　　第 3 号議案　　令和元年度予算案承認の件

1.閉会の辞

令 和 元 年 度 定 時 総 会 次 第

愛 知 県 行 政 書 士 会 尾 張 支 部

第  2  部　　　懇親会

第  1  部　　　総　　会

　　　第 4 号議案　　役員改選の件
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入会者 H30.4.2 小林　健太郎 春日井

H30.5.1 竹田　和夫 春日井

H30.5.1 宮田　和恭 小牧

H30.5.1 鈴木　則孝 小牧

H30.9.28 丹羽　一貴　（春日井　豊田支部から転入）

H30.10.2 平野　悟史 春日井

H30.10.2 兵頭　真紀子 小牧

H30.11.15 岡本　寛之　（小牧　中央支部から転入）

H30.12.1 神戸　研人 春日井

H31.2.1 西原　公正 春日井

H31.2.1 小田　淳二 小牧

H31.3.1 安形　秀次 小牧

退会者 H30.5.28 瀧澤　秀樹　 小牧

H30.7.25 泉　保二 小牧

H30.8.29 新美　とし子 春日井

H31.1.31 鈴木　照久 春日井

H31.2.25 森山　りさ 春日井

H31.3.14 楠　隆 春日井

会員数　　　１５３名　　（春日井市　９６ 名、小牧市　５７名）

報　告　事　項

【平成 30 年度会員状況報告】

（平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日　　敬称略）
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平成 30 年

4月13日 支部幹事会

4月17日 春日井市無料相談会

理事会

5月12日 平成30年度尾張支部定時総会　（ホテルプラザ勝川）

支部幹事会

5月10日 小牧市無料相談会

5月15日 春日井市無料相談会

5月31日 愛知県行政書士会定時総会　（キャッスルプラザホテル）

6月19日 春日井市無料相談会

7月11日 理事会

7月12日 小牧市無料相談会

7月17日 春日井市無料相談会

8月21日 春日井市無料相談会

8月29日 サマーミーティング（黒潮　20名参加）

9月13日 小牧市無料相談会

9月18日 春日井市無料相談会

9月25日 理事会

10月2日 広報月間無料相談会（春日井市役所）

春日井市役所、春日井警察署、春日井公証役場をＰＲ訪問

【平成30年度活動経過報告】　　（ゴシック体・・・本会事業）
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10月4日 広報月間無料相談会（小牧市役所）

小牧市役所、小牧警察署、木津用水土地改良区をＰＲ訪問

10月13日 支部研修旅行（長浜市　17名参加）

10月16日 春日井市無料相談会

11月8日 小牧市無料相談会

11月20日 春日井市無料相談会

11月26日 理事会

12月8日 【国際私法部研修会】第1回　研修会

「改正相続法のポイント」

講師　松永行政書士事務所　松永和範　先生

12月14日 支部忘年会（ホテルプラザ勝川）

12月18日 春日井市無料相談会

平成 31 年

1月10日 小牧市無料相談会

1月15日 春日井市無料相談会

理事会・新年賀詞交歓会（キャッスルプラザホテル）

1月23日 支部幹事会

2月19日 春日井市無料相談会

3月9日 【運輸交通部研修会】第1回　研修会

「自動車登録の基礎」

講師　行政書士法人きずな愛知　須崎俊行　先生

3月19日 春日井市無料相談会

3月26日 理事会
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4月17日 会計監査

4月30日 支部幹事会

以上のとおり報告します。
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　　平成30年度決算報告書

   　　　　   自　平成30年4月01日

愛知県行政書士会     　　　　　至　平成31年3月31日
　　　　　尾張支部

  収入　　総額

　支出　　総額

　　　　　　 　次年度繰越金

　　収　入　の　部   単位円

   費　　  　目 本年度予算額 本年度決算額 　比較増 　比較減 　　　  　摘　　　　要

前年度繰越金 1,895,616 1,895,616

支部会費(6,000円/年･人) 912,000 921,500 9,500 上期　456,000円

下期  465,500円

支部入会金(10,000円/人) 60,000 100,000 40,000 10名分

支部交付金(10,800円/年･人) 1,620,000 1,639,800 19,800 上期  821,700円

下期  818,100円

入会交付金(15,000円/人) 90,000 150,000 60,000 10名分

雑　　収　　入 350,000 807,484 457,484

　合　　　　計 4,927,616 5,514,400 586,784 0

第 1 号 議 案

5,514,400

3,336,673

2,177,727

本会より広報・研修助成金
(393,000)、弔慰金(40,000)。
旅行・サマーミーティング参
加費(133,000)。総会祝金(3
万),図柄ナンバー報酬
（211,464）
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　支　出　の　部

　費　　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　比較増 　　比較減 　　　　摘　　　　　　要

役員会費（未払金） 220,000 220,000 30年度役員会費（9名）未払金

総会費 700,000 583,268 116,732 ホテルプラザ勝川48名参加

忘年会費 400,000 396,000 4,000 ホテルプラザ勝川48名参加

研修旅行費 375,000 329,760 45,240

部会活動補助費 450,000 310,000 140,000 建設環境部・国際私法部、

運輸交通部、活動費用

慶弔費 200,000 81,720 118,280 　

諸会費 100,000 105,000 5,000 春日井、小牧防犯協等

懇親会費 300,000 151,411 148,589 サマーミーティング

会議費 100,000 83,737 16,263 幹事会、執行部会等

事務通信交通費 150,000 114,067 35,933 電話料金他切手代等

印刷費及びHP費 100,000 0 100,000 通信交通費に含む

広告宣伝費 700,000 356,400 343,600

相談会費用 350,000 266,648 83,352 無料相談会費用等

 

雑費 50,000 254,294 204,294 原稿料、図柄ナンバー報酬等

予備費 732,616 84,368 648,248

(小  計) 4,927,616 3,336,673 209,294 1,800,237

次年度繰越金 2,177,727 2,177,727

合　　　　計 4,927,616 5,514,400 2,387,021 1,800,237

以上の通り平成30年度決算報告をします。
平成３1年　４月１7日

内 山　克 典 印

金 子　靖 子 印

監査の結果、正確であることを認めます。
平成３1年　４月１7日

齊 藤　高 弘 印

加 藤　敏 明 印

消耗品費、地代家賃、支払い手
数料合計

春日井、小牧くらしのニュースに
掲載、小牧看板代他
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年 月 日

※ 預金内訳 大垣共立銀行春日井支店

普通預金

口座番号

円

　 　

　

貸　借　対　照　表

2,336,994

1121958

純　　　資　　　産　　の　　部

220,000

2,397,727合　　　　　計

平成 31 3 31 現在

計

2,177,727

[資　　　産]

資　　　　　産

220,000

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

計

未　　払　　金

預　　り　　金

愛知県行政書士会　尾張支部

現　　　　　金 60,733

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

預　　　　　金 2,336,994

科　　　　　目

（単位円）

[流動資産] [流動負債]

科　　　　　目

0

合　　　　　計 2,397,727
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 【令 和 元 年 度 活 動 方 針 （案）】

1、行政書士制度周知のための広報・相談活動を行う

　・春日井市、小牧市での無料相談会の開催

　・行政書士制度ＰＲのための地域新聞等への広告掲載

　・市役所等への行政書士制度拡充のためのＰＲ訪問を行う

　・常設無料相談会を継続し、地域社会に貢献とＰＲに努める

　・ホームページを活用し、地域社会に行政書士制度をＰＲする

2、支部会員の知識向上のための研修会の開催

　・支部会員の知識向上および職域拡大のため、研修会の充実を図る

　・研修会開催に際し、他支部との連携を図る

3、官公署との連携強化により、円滑な業務遂行を図る

　・市役所等の公的機関への広報活動

　・法令規則等の改正等についての周知の依頼等

　・無料相談会等を通じて関係強化を図る

4、会員相互間の親睦を図る

　・研修会、親睦会、支部研修旅行等を通じ会員相互間の知識交換の場を設ける

5、本会事業への協力

　・本会事業に参加することにより支部と本会との連携強化に努める

第 2 号 議 案
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　　令和元年度予算 (案)

      自　平成31年4月01日
    　至　令和 ２年3月31日

  収入総額 5,300,727

　支出総額 5,300,727
 愛知県行政書士会

　　尾張支部

収　入　の　部 単位円

   費　　  　目 　予　　算　　額 　　　　　摘　　　　　　要
前年度繰越金 2,177,727

支　部　会　費 930,000 155名x6,000

支部入会金 60,000 入会予定者6名見込む

支部交付金 1,674,000 155名x10,800

入会交付金　 90,000 入会予定者6名見込む
雑　収　入 369,000 上記に所属しない本会よりの補助金、預金利息他

　　　

　　　　　計 5,300,727

　支 出 の 部

　費　　　　目 　予　　算　　額 摘　　　　　要
役　員　会　費 220,000 30年度役員会費(9名)

総　　会　　費 700,000 人数未定

忘　年　会　費 400,000 人数未定

研 修 旅 行 費 450,000 30名x15,000

部会活動補助費 450,000 建設環境部･国際私法部会・運輸交通部会他

慶　　弔　　費 200,000 弔慰金・供花代

諸　会　費 100,000 防犯協会、交通安全協会、地区主祭協賛金

会　　議　　費 100,000 幹事会会場費等

事務通信交通費 250,000 電話料・FAX・文具・郵便料,HP管理費等

広 告 宣 伝 費 700,000 春日井小牧くらしのニュース掲載及び看板料

相　談　会　費 590,000 無料相談会等の費用

懇　親　会　費 300,000 サマーミーティング他

雑　　　　　費 50,000 上記以外の費用

予　　備　　費 790,727 次年度4,5月分の活動費を含む

5,300,727

※　費目間の流用はこれを認める。

計

第３号 議 案
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【役 員 改 選】

打田　和彦

小川　弘美

内山　克典

西脇　義郎（第一回幹事会で決定し委嘱）

松永　和範

幹事

幹事

監事

相談役

監事

副支部長
（会計担当）

谷口　正信

第 4 号 議 案

　支部役員（案）

支部長

副支部長
（総務担当）

鈴木　里佳

金子　靖子
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愛知県行政書士会尾張支部規則 

 

（名称及び組織） 

第１条 この支部は、愛知県行政書士会尾張支部（以下「支部」という）と称し、愛知県行

政書士会会則（以下「会則」という）第５９条第２項別表に掲げる区域内に事務所を設置

している会員（行政書士及び行政書士法人）をもって、組織する。 

 

（用語） 

第２条 この規則で本会とは、愛知県行政書士会をいう。  

 

（目的） 

第３条 支部は、会則第５９条（設置等）に定める目的及び支部の目的達成のため、必要な

事業を行う。 

 

（事務所）  

第４条 支部の事務所は、その支部区域内に置く。 

 

（支部会員名簿） 

第５条 支部は、会員名簿の写しを編綴したものを支部会員名簿とし、これを備えなければな

らない。 

２ 本会から会員名簿の記載事項について変更の通知があったときは、支部会員名簿の記載

事項を整理しなければならない。  

３ 所属会員が本会から登録の抹消等、会員としての資格を喪失する旨の通知を受けたとき

は、その者を支部会員名簿から除き、退会者名簿に編綴し保存しなければならない。 

 

（支部役員） 

第６条 会則第５９条（設置等）第３項の規定により、この支部に、次の役員を置く。 

支部長   １人         幹 事  １０人以内 

副支部長    ２人以内      監 事   ２人以内 

２ 監事は、他の役員を兼ねることができない。 

 

（役員の選任） 

第７条 役員は、支部総会において、所属支部の行政書士である会員（以下「個人会員」と

いう）のうちから選任する。 

２ 役員の選任方法に関し必要な事項は、規約で定める。 

 

（役員の任期） 

第８条 会則第１８条（役員の任期）及び第１９条（役員の退任）に関する規定は、支部役

員に準用する。この場合において、会則第１８条第１項中定時総会とあるのは定時支部総

会と、会則第１９条中会員とあるのは支部会員と、総会とあるのは支部総会と読み替える

ものとする。 

 

（役員の職務） 

 第９条 支部長は、支部を代表し、支部の事務を総括する。 
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２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代理し、又は欠員となっ

たときは、その職務を行なう。 

３ 幹事は、支部長の定めるところに従い、支部の事務を分掌する。 

４ 監事は、支部の資産並びに会計に関する監査を行なう。 

 

（支部総会） 

第１０条 支部長は、毎会計年度終了後２月以内に定時の支部総会を開催しなければならな

い。支部総会は、支部の個人会員をもって構成する。 

２ 支部長は、必要があると認めたときは臨時に支部総会を開催することができる。 

３ 会則第２３条（総会の招集）第２項及び第３項の規定は、支部総会に準用する。この場

合、会長とあるのは支部長と読み替えるものとする。 

 

（支部総会の議決事項と議事の方法） 

第１１条 次に掲げる事項は、支部総会の議決を経なければならない。 

一 予算の決定及び決算の承認に関する事項 

二 支部規則の制定及び変更に関する事項 

三 支部役員の選任及び解任に関する事項 

２ 会則第２４条（議事）及び第２５条（議長及び副議長）の規定は、支部総会に準用する。 

 

（支部幹事会及び執行部会） 

第１２条 支部長は、支部の業務執行上必要があると認めたときは、支部幹事会又は執行部

会を開催することができる。 

２ 支部幹事会は、支部長、副支部長及び幹事をもって構成する。 

３ 執行部会は、支部長、副支部長をもって構成する。 

４ 会則第２７条（理事会）第４項から第９項までの規定は、支部幹事会に準用する。この

場合、会長とあるのは支部長と読み替えるものとする。 

 

（支部幹事会及び執行部会の審議事項） 

第１３条 支部幹事会は、次の事項を審議する。 

一 支部総会に付議する議案の審議に関する事項 

二 会長から、諮問を受けた事項の審議に関する事項 

三 規約の制定及び改廃に関する事項 

２ 執行部会は、支部運営の執行に関する事項を審議する。 

 

（議事録） 

第１４条 支部総会及び支部幹事会の議事については、議事録を作成し、議長並びに当該会

議に出席した個人会員のうちから、議長が指名した個人会員はこれに署名、捺印しなけれ

ばならない。 

 

（支部の会計） 

第１５条 支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

２  支部の運営は、支部会費、支部交付金、寄付金その他の収入をもって行う。 

３ 支部会費は、入会費１０，０００円、年会費６，０００円とし、その納入時期、納入方

法等については、規約で定める。 

４ 支部長は、支部の会計に関する帳簿を備え、常にその収支の状況を明らかにしておかな
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ければならない。 

５ 支部の資産は、支部長が管理する。 

６ 支部役員、その他支部の運営に役務を提供した会員の旅費、実費弁償費等は、支部幹事

会の定めるところによる。 

７ 弔慰金及び見舞金に関する事項は、規約で定める。 

 

（会長への報告） 

第１６条 支部長は、第１０条及び第１１条に規定する支部総会に関する事項、その他支部

の行事を施行したときは、その結果を会長に通知、又は報告しなければならない。 

 

（顧問及び相談役） 

第１７条 支部に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、支部幹事会の議決を経て支部長が委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は、支部幹事会に出席して意見を述べることができる。 

４ 顧問及び相談役の委嘱期間は、委嘱した支部長の任期と同一とする。 

 

（会則の準用） 

第１８条 この規則に定めないもので、支部運営に必要な事項は、会則の規定を準用するこ

とができる。 

 

附 則  

１ この準則は、昭和４６年１２月１日から施行する。 

２ 支部は、この準則（以下「新準則」という）施行の日から１月以内に新準則に適合する

よう従前の支部規則を改正し、かつ新役員を選任しなければならない。 

３ 新準則第１５条に規定する支部の会計に関する事項は、昭和４７年４月１日から施行す

る。 

附 則（昭和５８年３月１９日） 

４ この準則は、愛知県行政書士会会則の一部を改正する会則の施行の日（昭和５８年４月

１日）から施行する。 

５   附 則［昭和６１年１月２８日 愛知県行政書士会会則の一部を改正する会則の整理

に関する規則］ 

６  この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年７月２５日） 

７ この規則は、公布の日（昭和６１年７月２５日）から施行する。 

附 則（平成１１年１１月１９日） 

８ この規則は、平成１１年１１月１９日から施行する。 

９ この支部規則・附則は平成１３年５月２０日から施行する。 

１０ 平成１４年４月１３日第１５条３変更 

附 則（平成１６年４月１６日） 

１１ この規則は、愛知県行政書士会会則の一部を改正する会則の認可の日から適用し、平成

１６年８月１日から施行する。 

１２ この規則は、平成２０年５月１７日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１８日） 

１３ この規則は、平成２８年５月１４日から施行する。 
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愛知県行政書士会尾張支部役員選任規約 

 

 
第１条 愛知県行政書士会尾張支部規則（以下「規則」という。）第７条に基づ

き総会において選任する規則第６条に定める役員（以下「役員」という。）の

選任方法は、この規約の定めるところによる。 

第２条 支部長は、支部総会における選挙によって選任する。立候補者が１人

のときは、信任投票によって選任する。 

第３条 支部長立候補者は、支部会員５人の推薦を受けなければならない。 

第４条 支部長立候補者は、愛知県行政書士会尾張支部長立候補届出書（様式

第１）及びその他の役員の愛知県行政書士会尾張支部役員就任承諾書（様式第

２）を２月末日までに監事に提出しなければならない。 

第５条 支部長以外の役員は、支部長が指名する。 

第６条 愛知県行政書士会の理事及び委員等は、支部長が推薦若しくは指名す

る。 

附則 この規約は、平成２８年５月１４日から施行する。 
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